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国総研「研究方針」

国土技術政策総合研究所の活動について
（平成25年度～平成29年度）

国総研 National Institute for Land and Infrastructure Management, MLIT, JAPAN 資料４
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Ⅰ研究開発の実施・推進面

3

国総研「研究方針」の見直し
○国総研の活動、研究マネジメントの基本的考え方を簡潔に表すものとして、平成２９年１１月に「研究方針」を改訂

○ねらいとするところは、

①国総研の活動理念・特徴を知っていただくとともに、職員自らも認識を共有すること

②国総研職員が研究を進める上で羅針盤として参照し、自らの研究をより良くすること

③「研究方針」を基本として、様々な研究マネジメントの仕組みを改善・構築していくこと

国総研「研究方針」の構成と位置づけ 3

国土技術政策総合研究所の使命

基本姿勢

根幹となる活動

研究の心構え

研究を支える環境整備

国土技術政策総合研究所 研究方針（骨子）
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①－１ 政策を支える研究

○ 技術基準等の原案をつくることとは、
• 政策推進上の要請や技術進展などを受けて、策定・改訂のフレームを構想・提案すること
• 科学的、工学的な根拠、妥当性を確認・提示すること
• 実現場・社会において技術的に実現可能であるか検証すること
• これらの知見を基準項目・基準値、算定方法などの方法論としてまとめること

○ 技術基準等とは、法律を受けた政令、告示、通達、解説からなる

○ 普及に向けた仕組みを提供し、フォローアップすることとは、
• 技術基準の正しい理解、適切な運用・実行に必要な手順を提供すること
• 技術基準等の適用状況、課題を把握し、更なる改善に向けた研究に反映できるようにすること

○国総研は、国土交通省の内部部局として「政策を支える研究」を実施
○「政策を支える研究」とは、
・政策の方向性を技術的に提案するとともに、技術基準等の原案をつくること［企画・立案］
・技術基準等の社会実装に必要な仕組みを提供、さらに実装後のフォローアップをすること［普及・改善］

技術基準等の
体系

道路法に基づく道路の維持又は修繕に関する技術基準

法律 ・道路法（ ）第 条
１ 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、（略）に努
めなければならない

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める

政省令
告示

・道路法施行令（ ）第 条の
・道路法施行規則（ ）第 条の の
・トンネル等の健全性の診断結果の
分類に関する告示（ ）

５年に１度の近接目視点検を基本
健全性の診断結果を４段階に分類
点検結果・診断結果を保存 等

技術基準
・道路橋定期点検要領（ ）
他に、「道路トンネル」、「シェッド、大
型カルバート等」等に関する要領

判定の単位
変状の種類
記録様式 等

解説書等
・定期点検に関するテキスト、損傷事例
写真集の技術資料等

道路構造物管理実務者研修（橋梁初級Ⅰ）【国総研資料 第829号】
道路橋の定期点検に関する参考資料（ 版）【国総研資料 第 号】 他

6 6

5

①国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

①－１ 政策を支える研究

①－２ 国土交通省の重要な政策ニーズの変遷と研究課題の対応例

＜代表的な研究例＞
①－２－１ 生産性革命
①－２－２ 防災・減災
①－２－３ メンテナンス
①－２－４ 地方創生･暮らしやすさの向上
①－２－５ 環境と調和した社会の実現

①－３ 技術基準の継続的進化の研究例

①－４ 研究成果の実装
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○国総研では、従前より3次元データを活用した情報化施工に関する研究を実施
○平成27年11月に国土交通省が最重点施策として、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを開始
蓄積された知見をベースに、平成28年3月に３件、平成28年度に１１件の技術基準を新設・改訂

8

＜代表的な研究例＞①－２－１ 生産性革命（ の円滑な導入）

～ ～ ～ ～

「国総研の情報化施工に関する研究成果の蓄積」と「i-Constructionの実現」

３次元設計
データを通信

・出来形測量データと
３次元設計データとの
差分による出来形管理
・出来形書類、検査項
目の削減が可能に

ＵＡＶ・レーザースキャナに
よる３次元点群測量が可能に

３次元地形図・３次元
設計データ作成が可能に

３次元データを用
いた情報化施工が
可能に

・情報化施工全体コン
セプト・システム提案

・３次元設計データを用い
た出来形管理要領案

・３次元設計データを用い
た監督・検査要領案

出来形管理に
用いる施工管
理データ交換標

準案

・３次元点群測量マ
ニュアル案

・３次元設計データ
交換標準案

～

３次元起工測量

３次元設計データ

情報化施工

３次元出来形測量

出来形管理、検査

「情報化施工」
全体の流れを整理

～

i-Construction

の
更
な
る
展
開

ICT施工
基準類

CIM等
の
先導
研究

生産性革命
元年

研究成果・社会実装

技術基準の継続的進化（例：港湾技術基準）

ICT施工基準類

社整審答申へ反映
地整の河川整備計画策定に試行

7

①－２ 国土交通省の重要な政策ニーズの変遷と研究課題の対応例

H25 H26 H27 H28 H29

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

生
産
性
革
命

防
災
・減
災

環
境
と
調
和
し

た
社
会
の
実
現

非住宅大規模建築
物の省エネ義務化

社会資本
メンテナンス元年

生産性革命元年

○国土交通省の重要な政策ニーズに応じて重点的に研究を実施
○直面する重要政策ニーズに加え、将来に向けた研究、技術基準の進化など継続的な研究にも取り組み

訪日クルーズ旅客目標設定
2020年までに100万人／年

情報化施工に関する研究成果の蓄積

水理解析技術

点検要領対象施設の拡充の検討

クルーズ船の大型化に対応した港湾施設の検討

省エネ評価手法の検討

H26点検要領

訪日クルーズ旅客目標再設定
2020年までに500万人／年

H３０基準改訂に
反映

リスク評価を基盤と
した治水フレーム

省エネ評価プログラム

地整のシス
テムに反映

セカンド
ステージ
に向けた
取組み

7

～H25

既存研究（水理技術）と水位観測
技術とデータ同化技術の融合

点検要領
拡充

研修、現場指導等の普及のためメニュー提供

基準類の
検討

CIM等の
先導研究

基準類拡充

気候変化への適応策
に係る社整審答申

気候変動に係る社整審答申

水防災意識社会の再構築

新しいステージに対応した
防災・減災のあり方

国土交通省の政策展開と国総研の研究の対応例

気候変動下の大規模水害も含めたリスク評価

エネルギー基本計画
閣議決定

建築物省
エネ法公布

国道向け点検要領等の作成

地
方
創
生
・

暮
ら
し
や
す

さ
の
向
上

政策ニーズ
長期的・先行的研究

政策ニーズ対応研究

凡例

成果の更なる展開研究
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成果の活用状況

＜代表的な研究例＞①－２－２ 防災・減災（気候変動）

○気候変動影響を踏まえ、河川整備目標を超える大規模洪水も対象に、氾濫生起頻度の低減（防災）と被害制御（減
災 リスクマネジメント）のハイブリッドな防災・減災を包括的に進めることを基本とする「新たな治水フレーム」を提案

○気候変動による影響評価として、一級河川毎に、計画降雨継続時間の年最大降雨量の変化倍率（雨量倍率）、これ
に基づくピーク流量の倍率（流量倍率）、将来においても現方針と同等の計画規模（降雨量の超過確率年）を確保する
ために必要となる河川整備労力倍率、計画高水位を超過する水位発生確率の変化倍率（氾濫可能性倍率）を算定

○これら成果は、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会（水管理・国土保全局）」で活用されている

治水フレームの基軸となるリスク評価

・河川整備の目標とした流量を超える大規模

洪水も含めて水害リスクを評価（ 線の算定）
・あらゆる規模の洪水に対して効果的にリスク

を低減（ ➡ ）する減災の明示的な導入
・新たな治水フレーム：施策メニュー（➡ ）の選
択・組合せを検討。

・気候変動により、整備方針流量を超える洪水の発生頻度は
現在の約 ～ 倍と評価
・本成果は社会資本整備審議会答申「「水災害分野における
気候変動適応策のあり方について」（平成 年 月）に明記
・全国 一級水系の河川整備計画の見直しに活用

（気候変動が治水に及ぼす影響評価）

10図 気候変動による治水施策への影響評価結果

河川整備労力倍率

洪水予測基幹システム
（見える化システム）の概要

＜代表的な研究例＞①－２－２ 防災･減災（洪水危険度見える化システム）

○ 鬼怒川洪水の状況を受け、洪水氾濫発生の恐れがある際に、円滑かつ迅速な避難が可能となるように、市町村
や住民等に対して、リアルタイムに地先単位で「氾濫の危険性、切迫性を伝える」ことの必要性を明確に認識

○基礎技術として蓄積されてきた水理水文解析技術、近年発達が著しいデータ同化技術、詳細かつ高精度の地形測量
技術、水位観測技術と 、 技術を組み合わせることで、リアルタイムに河川縦断水位を予測するとともに、堤防高
等の情報と組み合わせて氾濫の危険性、切迫性を地先単位で評価する国交省洪水予測基幹システム（仮称）を開発

○平成 年度から全国一級河川に本システムを順次導入し、市町村への情報提供の試行を開始

上下流連続的な河川水位（線情報）

堤防天端高 堤内地盤高

画像 巡視情報

危険水位等

水位観測地点の観測水位（点情報）

＋

試行版システムの構築
試行版システムの実証実験・改良
本研究の成果である国交省洪水予測
基幹システム（仮称）を順次現場実装

～全国のシステム運用状況を踏まえ更な
る改良を進める

提供する情報の例と成果の活用

9

取り組む研究と体制

想定される浸水範囲の見える化

9

※報道事例を掲載
（著作権等の都合上、非掲載）
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＜代表的な研究例＞ ①－２－４ 地方創生・暮らしやすさの向上
（コンテナ船やクルーズ船等の船舶の大型化に対応した港湾の計画・整備）

○国際競争力強化や地方創生のため、船舶の大型化やクルーズ船の寄港増などの情勢変化に対応した研究を実施

○約２万隻の船舶データを収集、分析し、コンテナ船やクルーズ船を含む、１３船種別に船舶諸元の標準値を算出

○算出結果を、平成３０年度に改訂された「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に反映

年建造
約 万 全長 喫水 積

【船舶の大型化の例】
年建造

約 万 全長 喫水 乗員乗客 人

【研究のプロセス】

12

0

100

200

300

400

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

カバー率50% カバー率75%

船
舶
デ
ー
タ
の
収
集

船
舶
諸
元
の
標
準
値
を
算
出

総トン数（GT)

全
長
（

m
）

旅客船の総トン数と全長との関係の解析例

基
準
・同
解
説
に
反
映

【クルーズ船の標準諸元】

総トン数
トン

全長 型幅 満載喫水

標準諸元の更新

大型船への対応 追加

※船舶画像を添付
（著作権等の都合上、非掲載）

※船舶画像を添付
（著作権等の都合上、非掲載）

技術力向上

○高齢化するインフラを維持管理するためには、構造物の適切な点検・診断・措置・記録と、それを支える環境整備が
不可欠

○国総研では、点検基準の策定のみならず、施設管理者の技術力向上、現場への技術的支援、情報共有等の仕組
み、さらに新たに必要となる技術についての研究を実施

点検・診断 措 置 記 録

技術的支援 情報共有
・研修：
研修体系再構築
テキスト作成・公開
講師

・受入れ：
地整職員 28名
交流研究員 44名

・会議：
症例検討会、
保全企画官会議、
担当者会議

・ナレッジDB：
老朽化構造物対応事例

・土木技術資料：
現場に学ぶメンテナンス
（H21以降20編）

 補修・補強設計法
部分係数設計法による合理化

 予防保全技術
舗装の効果的
修繕方法や
早期劣化解消法

 点検結果の分析
基本データ集（H20以降毎年公開）
損傷状況の整理→技術的課題把握

 個別施設計画策定支援
劣化予測手法
計画策定支援ツール

 点検要領案作成
H26:橋梁、トンネル

等５分野
H28：舗装、附属物
H29：土工構造物

 技術資料作成
損傷事例写真集
点検必携
（橋梁、舗装）

 新技術活用支援
要求性能、評価項目・評価指標提示
現場試行支援（ロボット、モニタリング）

＜代表的な研究例＞①－２－３ メンテナンス（道路構造物の維持管理に関する研究等）

技術基準
等の作成

技術開発

技術者
の育成

改善に向けた研究開発

鋼橋のあて板補強

・直轄診断：
道路メンテナンス
技術者集団として参加

・支援体制：
国総研窓口、
橋の相談窓口 （民間団体）

・技術相談：
老朽化構造物に
ついての助言 11
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○港湾に係る技術政策の実行を根幹的に支える港湾技術基準の策定に加え、１０年ピッチで、本基準を中心とした、

港湾技術の大きなＰＤＣＡサイクルを継続的に実施

○この過程で、組織・人材の能力維持・向上、時代を超えた技術伝承も確保

①－３ 技術基準の継続的進化の研究例 （港湾施設の技術上の基準）

14

重要課題の抽出と整理

改訂大方針の策定

原案策定、

設計実務への影響検討

関係者・有識者との
意見交換を踏まえた
最終案の策定

技術基準の施行

利用者からのフィードバック

技術開発の努力

研究の進展

部分改訂

・生産性向上
・大型クルーズ船受入対応等

～（定常的） ～ 頃

予定

～ 頃

～ 頃

（個別事項の例）
・防波堤の耐津波設計（粘り強い構造）
・ 地震時の鋼管部材の耐力特性見直し
・改良設計の基本的考え方
・船舶大型化への対応（船型、係船柱規格等）
・調査・設計・施工・維持管理の連携強化
・海外港湾工事工種への対応（埋立、傾斜堤等）

・防災・減災対策の強化
・維持管理時代に相応しい技術基準
・国際競争力の強化
・調査指針の改訂
・技術基準の国際展開

・個別設計等相談
・技術検討委員会
・各種ガイドライン策定支援
・新規パイロット事業支援
・職員等研修
・国総研報告・資料刊行

・ 東日本大震災
・ 笹子トンネル事故
・超大型コンテナ船の登場

生産性向上の推進
既存ストックの有効活用の促進
防災・減災対策の強化
国際競争力の強化
環境への配慮

次の
サイクルへ

技術基準の施行

基準・同解説の発行

新たなニーズ
への対応

英訳版の
編集・発行

14

＜代表的な研究例＞ ①－２－５ 環境と調和した社会の実現
（建築物の省エネ評価技術の開発）

自動制御ブラインドを用いた昼
光利用の照明省エネ技術

・プログラム入力の簡便性と高精度な

省エネ評価を両立

省エネ基準の義務化が
年 月スタート（大規模非住宅
建築物が対象）

プログラムは、適合判定
の申請・審査に使用される

・クラウド上で結果を即座に取得でき、

現在 人／日が利用。

省エネ基準適合判定のための申請図書の作成方法、
審査側の審査方法を規定。 プログラムを用いた、
より実効性の高い制度を構築。

チェックポイント

○省エネ基準における自動制御ブ

ラインドの要件 ～ を確認する

明るさ

センサ

照
明
出
力
を
調
整

屋外の状況に応じて

ブラインドを自動制御

明るさ
を検知

明るさ
を検知

照明器具 照明器具

■実効性の高い“省エネ基準審査のための設計図書の作成”の研究

■簡易かつ精度の高い省エネ評価を支援する“ プログラムの開発・普及・更新”の研究

省エネ基準解説書（新たな評価法の
算定ロジック等を解説）を基に プロ
グラムを作成し、省エネ基準 で公開

普及のため、 プログラ
ム自体の解説書も作成し、
省エネ基準 で公開

新たな省エネ技術に対応した算定ロ
ジックの使用、 プログラム解説書
の更新が可能なシステムへ発展

13

○平成 年 月に建築物のエネルギー性能の向上に関する法律が公布され、平成 年 月より非住宅大規模建築物の
省エネ基準への適合が義務化

○政策の実効性を確保するためには、省エネを正しく評価する手法が必要

○このため、外皮や設備の性能からエネルギー消費量を算定する、新たな省エネ性能の評価手法を開発

○開発した手法は、国の省エネ基準や解説書に反映、さらに、 プログラムを作成・公開

－22－



①－４ 研究成果の実装

○研究成果を速やかに技術基準、ガイドライン等にとりまとめ、施策へ反映

○今回の機関評価の対象期間においては、延べ８８の技術基準に反映

技術基準に反映した課題数

＜技術基準に反映した主な事例＞

年度 基準名 分野

H25 建築物における天井脱落対策に係る技術基準 建築・住宅

H26 道路構造物の定期点検に係る要領 道路

H27
高潮浸水想定区域及び高潮特別警戒水位の制度に係る

技術基準
河川

H28
CLT（直交集成材）の構造設計法及び材料強度に係る

技術基準
建築・住宅

H29 橋、高架の道路等の技術基準 道路

H30 港湾施設建設又は改良時の設計効率化に係る技術基準 港湾・空港

16

反
映
件
数
（
件
）

3 

9 

6 

3 

17 

14 

17 

12 

28 

17 

106 

126 

112 

98 

126 

107 
112 

117 

99 97 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

法令に基づく技

術基準

（法令、政令、

省令、告示）

終了課題数

前回 今回

（参考） 港湾施設の技術上の基準の国際展開

○開発途上国における質の高いインフラ整備を支援し、日本のインフラシステムの輸出にも寄与する上で、当該国の

技術基準等の制度構築は重要

○日本の港湾分野の技術基準を相手国の自然条件や技術水準・経済水準に合わせた形でカスタムメイドする取組を

年（ ）からベトナムで実施、他国にも展開を検討中

○また、技術基準の国際展開その他の国際活動での知見を国内基準の改訂に反映

15

【日越における共同検討体制】 【ベトナム国家港湾基準の策定・発行状況】
進捗状況

研究
段階

基準原案
作成段階

基準原案
審査段階

基準
発行

■設計基準（全 編）

総則

荷重と作用

材料条件

基礎

地盤改良

係留施設

防波堤

航路・泊地

ドライドック・閘門・斜路等

浚渫・埋立

その他港湾施設

■施工基準（全 編）

施工・検収基準

■維持管理基準（全１編）

維持管理・補修基準

年 月時点注） ・・・国家基準、 ・・・省内基準

年 月 日： 署名式
（左：国交省中原国土交通大臣政務官、
右：ベトナム交通運輸省 ドン副大臣）

年 月 日： 延長 年間 のための署名式
（右端：国交省大野国土交通大臣政務官、
左端：ベトナム交通運輸省 ドン副大臣）

日越共同の現場施工状況の見学会
（日本の港湾施工基準の適用状況の説明）

日越共同のＷＳ開催状況（基準（案）の共同策定）

国土技術政策総合研究所
（NILIM）

国土交通省
港湾局

（MLIT PHB）

交通科学技術研究所
（ITST）

ベトナム交通運輸省
科学技術局
（MOT DOST ）

港空研
大学
企業等

Japan

大学
コンサルタント等

共同検討
（WS開催、基準（案）共同策定等 ）

Vietnam

技術協力
「日越覚書き」
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災
害
発
生
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②－１ 国総研の災害・事故対応とは

復旧

高度化研究

災害発生直後の対応 応急対策の技術的支援 復旧・復興時の技術的支援

知見のアーカイブ化

各種災害に対し、その特性
（突発型の地震等）に応じて
非常体制等に移行。

応急対策の支援は施設管理者の視
点に立った技術的判断。
（対応例）
・緊急点検結果を首長に説明。

・緊急車両等の通行可否の技術的判
断の実施

復旧事業における高度な専門的技術
を要する課題に対して、技術的な側面
から、早期の復興を継続して全面的に
支援。

各災害から学んだ知見・教訓を、
防災・減災のための施策展開、技
術基盤の拡充に資する成果とし
て蓄積・体系化し、広く共有化す
る取り組みを継続的に実施。

知見を反映させつつ、防
災・減災方策の進化・拡
充・推進に資する研究を
成果の施策への反映や現
場実装を見据えて実施。

災害の復旧・復興計画の技術的支援を
行うために、確実な原因究明を実施。ま
た、究明した結果については、更なる防
災・減災の高度化研究に寄与。

原因究明

○事前・発災直後から災害等に関する情報を収集すると共に、発災時には迅速に体制を整え、現地の要請に対応
さらに、得られた知見を防災・減災研究へフィードバック

○大規模な災害に対しては、下水道、砂防、河川・海岸、道路、住宅・建築、港湾、空港を分野横断的に対応

情報収集

○○雨量
○○水位。
・レーダー雨量
・河川の水位等を活用し
情報収集。

17

②災害・事故対応への高度な技術的支援と対策技術の高度化

②－１ 国総研の災害・事故対応とは

②－２ 現場支援
②－２－１ 平成２８年熊本地震への対応
②－２－２ 現場における応急対策の技術的支援
②－２－３ 復旧・復興時の技術的支援（１）
②－２－４ 復旧・復興時の技術的支援（２）

②－３ 研究活動
②－３－１ 被災教訓のアーカイブ化の例
②－３－２ 被災教訓を高度化研究へ反映した例

②－４ 海外における災害への対応
②－４－１ 海外における災害への派遣
②－４－２ 日本の高度な災害研究成果の海外基準への反映
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・自衛隊、警察、消防
に対し、被災地へ
の立ち入りについ
て技術的助言

②－２－２ 現場における応急対策の技術的支援

○地方整備局、地方自治体等の派遣要請を受け、発災直後から研究者を派遣
○捜索活動に安全管理上の助言、危機管理体制や応急対策工法への助言など、二次災害防止や応急対策に
関する現場の対応を支援

事例 平成26 年8 月広島豪雨土砂災害

●中国地整と広島県から派遣要請を受け、災害発生
（20日3時～3時30分頃）の当日朝には派遣を決定
9:00頃国総研出発、15:00頃に広島入り

●9月17日まで延べ69人を現地へ派遣

・渓流状況を調査し、
結果と当面の警戒避
難雨量の考え方につ
いて、県知事・市長等
に説明

事例 平成2７年９月関東・東北豪雨

●関東地整と栃木県、宮城県、茨城県から派遣要請を
受け、災害発生翌日（9/10）には職員を派遣
●鬼怒川決壊箇所（10日12時50分決壊）には、翌日早
朝から被災原因調査に現地入り
●10月8日まで延べ51人を現地へ派遣

調査概要の報道
機関への説明

・被災状況や原因の調
査等、残った施設の
安全性の評価

20

本震発生

19

②－２－１ 平成２８年熊本地震への対応

○前震発生（ ）と同時に「非常体制」を発令。災害対策本部員等が自動参集
○前震発生の１時間半後（ ）、本部会議を開催。翌日には職員を現地に派遣
○全施設分野にわたり、 月 日までの約 ヶ月間に、延べ 人日の職員を派遣

最大
震度

震度４ 震度５弱～５強 震度６弱以上

国総研
近傍

参集の
必要無し

自動参集：
施設管理、防災担当
必要に応じて参集：
被災発生分野の職員

自動参集
全職員

国内
必要に応じて参集：
防災担当
被災発生分野の職員

自動参集
防災担当
災害対策本部員

体制
区分

注意
体制

警戒
体制

非常
体制

４月１４日（木） ４月１５日（金） ４月１６日（土）

２１：２６頃

前震発生

地震発生時の参集基準

９：００１：２５２３：５４２３：００

●前震発生と同時に
「非常体制」に移行

●参集基準により災
害対策本部員等が
自動参集

●23:00から翌朝にか
けて災害対策本部会
議（所長ヘッド）を開催

本省非常災害対策本部
会議と平行して開いた
災害対策本部会議
（４月１５日）

１：２５頃１５：００ ７：３０ １４：００

４月１７日（日）
９：００

●本省、地整と被災情報
等を共有、対応を協議

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回

以降、
５月１９日
までに合計
２２回開催

●現地のプライオリ
ティを考慮した派遣
職員を決定

●継続して、情報の
収集･共有、状況の
応じた対応を本省、
地整と連携して実施

●3:00頃までに、災
害対策本部員等が
自動参集。対応協議

19

●災害対策本部会議の開催状況
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②－２－４ 復旧・復興時の技術的支援（２）

○九州北部豪雨では、集中的な降雨に伴う同時多発的な斜面崩壊により洪水が大量の土砂や流木とともに流下したこ

とで、土砂による河道埋塞や橋梁への流木の集積による河道閉塞が発生、さらに土砂や流木が周辺に氾濫したこと
により、家屋の倒壊や人的被害が拡大

○河川・砂防事業が連携した復旧が必要となり、九州地整設置の委員会に河川研究部・土砂災害研究部の室長が参加

筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検討委員会で示された
降雨規模による発生事象の違いを考慮した対応方針

流域に大量に堆積した不安定土砂や流木の動態把握、
砂防施設配置計画・構造、河川整備計画・構造、両者の
連携について河道への土砂供給量変化を見通して助言

（九州北部豪雨の復旧･復興の支援）

22

赤谷川、小河内川、乙石川合流点付近の
被害状況（福岡県朝倉市）

（１）一定規模の降雨への対応

今回の豪雨で不安定化している土砂や流木が流
域内に残存していることも前提に、河道対策と砂
防堰堤等での流出抑制対策を効果的に組み
合わせ、洪水被害の発生を防止する。
（２）今回の災害と同規模以上の降雨への対応

今回の災害と同規模以上の降雨への対応につ
いては、自治体等と一体となった対策や避難体制
の構築も含めて、人的被害の防止を図るとともに、
家屋被害の最小化を目指す。

土砂、流木を考慮した復旧･復興が必要

②－２－３ 復旧・復興時の技術的支援（１）
○災害対策本部で全分野の情報を共有、分野・事業間でも連携して、復旧･復興を支援

○熊本地震では、平成 年 月、九州地整が設置した熊本地震災害対策推進室に国総研職員が併任し技術面を統括

○平成 年 月には、国総研で初めて現場に研究室を設置

高度な専門的技術を要する課題に対して、現地に密着して調査、対応を提案

被災した橋脚を特殊な工法（中空部にコンクリートを充填）で補修

平成29年8月
（被災から１年
４ヶ月）に開通し
た阿蘇長陽大橋

（ａ）コンクリート充填前 （ｂ）コンクリート充填後

21

室長（九州地整本局）

技術統括官付
（河川）

技術統括官

※つくばから
併任

技術統括官付
（砂防）

技術統括官付
（橋梁）

技術統括官付
（橋梁下部工、

ﾄﾝﾈﾙ）

技術統括官付
（土工）

国総研技術者を現場に併任し技術を統括

副室長
（河川）

副室長
（道路）

副室長
（立野ダム）

九州地整 熊本地震災害対策推進室

モニタリング技術を活用した速やかな復旧

国総研 熊本地震復旧対策研究室

橋脚の揺れ方の変化を確認

技術基準

57号及び北側ルート
325号阿蘇大橋
県道熊本高森線
村道栃の木～立野線
の早期復旧

北側復旧ルート
（トンネル）

迂回路 ルート
ルート・
構造

俵山トンネル
南阿蘇トンネル

大切畑大橋
大切畑ダム橋
桑鶴大橋
扇の坂橋
すすきの原橋
俵山大橋

阿蘇長陽大橋
戸下大橋

土工 堤防 土砂・流木
ダムサイトの
基礎岩盤の状
況等

迂回路
検討会議

→
復旧技術
検討会

ルート・
構造技術
検討会議

トンネルPT 土工PT

服部室長

福島主研

熊本分室 熊本分室 熊本分室 熊本分室 熊本分室 立野分室 熊本分室

桜井室長 西田主研 星隈室長 星隈室長 谷川主研 服部室長

西田主研 西田主研

⑧立野ダム

３２５号ルート
検討会議

堤防調査
委員会

個別
技術相談

立野ダム建設
に係る技術委

員会

⑦白川

検討対象

道路全体
熊本・阿蘇周辺
地域道路

①阿蘇大橋地区
（砂防/JR/57号）

⑥緑川・白川
④県道熊本高森線 ⑤村道栃の木～立野線

直轄 直轄代行 直轄代行 直轄代行

②５７号 ③３２５号

斜面安定
57号、325号、
JRの早期復旧

阿蘇大橋地区復旧会議

木村部長 間渕室長 久保室長 服部室長
佐々木

河構研究官

熊本・阿蘇周辺
地域における
道路復旧
調整会議

会議名

災害対策
推進室

（現場併任）

国総研 藤田所長 桜井室長

道路技術
小委員会

北側ルート
検討会議

道路復旧検討PT

橋梁PT

星隈室長

全分野の課題と対応状況を本部で共有
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②－３－２ 被災教訓を高度化研究へ反映した例
（粘り強い堤防・天井の脱落対策・長周期地震動の対策）

研究部

○粘り強い海岸堤防の構造に関する設計要求性能を「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」に反映
○天井の脱落対策のための吊り天井の耐震設計法の研究を国土交通省告示第７７１号に反映
○長周期建築物の安全性の向上のための設計用長周期地震動の設定、応答の評価を技術的助言に反映

被害の分析・整理
（超高層建築物の共振）

技術基準の改正・制定、
基準解説書作成・設計例
を含む講習実施

抵抗機構の検討
（天井慣性力の伝達等）

設計法の提案
（仕様や計算による安全性

確保策の提案）

被害の分析・整理
（天井形式・被害状況）

設計例

（天井の脱落対策） （長周期地震動の対策）

（地震動の
再現計算）

技術的助言
「超高層建築物等における南海ト
ラフ沿いの巨大地震による長周期
地震動対策について」

支援制度
診断、改修の補助金

対策の提案

大阪圏

OS1
OS2

OS3

大阪圏

OS1
OS2

OS3

設計用長周期地震動の提示

地震動・応答の検討

地震動評価 建築物応答
性状の確認

24施工例：仙台湾南部海岸（東北地方整備局）

粘り強い構造の海岸堤防等を海岸法における海岸保全施設に位置付け。

（粘り強い海岸堤防）

〇粘り強い海岸堤防の基本構造を提示

①法尻部の強化

■越流水の方向を変える
→裏法尻の洗掘を堤防本体から遠ざける

■基礎処理
→洗掘への抵抗性を向上

■天端被覆工の部材厚を確保
■空気抜き孔を設け、越流時に堤防内の
有害な空気圧を抜く

②天端被覆工の補強

■被覆工の部材厚を確保、法肩は負圧に耐えるよう一体化
■被覆ブロックの連結をかみ合わせ構造に

→越流時に下流側となるブロックの突出を防止

③陸側法面の補強

海側陸側

活動紹介－防災・減災１ 〔研究、技術基準〕

9

②－３－１ 被災教訓のアーカイブ化の例

○東日本大震災を受けた被害調査、復旧支援、地震対策研究について、個別分野毎の成果を公表

○これらの成果を「国総研が行った 年間の調査研究の全記録」にアーカイブ化し、平成 年に研究報告として刊行

○対象の調査研究の類型は、基盤的検討から施策実践に直結するものまで及び、これらの関係を俯瞰図として整理

23

①震災を起こした事象の把握・分析

比較的強いつながり

弱いつながり

結線なし： 個別的関係性は小さい

凡 例

研究報告としてアーカイブ化
「東日本大震災に対して国総研が行った

５年間の調査研究の全記録」

本研究報告は、調査研
究の全体俯瞰、被害調
査編、研究成果編など
5部で構成されており、
5年間で研究されてき
た結果を網羅してい
る。これは、単なる研究
報告にとどまらず、被
災教訓を新たな施策や
研究につなげることを
目指したものである。

⑩緊急対応，復旧，復興の実態把握

⑨災害対応マネジメント手法

⑧災害事象覚知手法
④外力設定法・基準

⑥新工法・手法の開発

③危険事象予測，危険度評価手法

②被害の実態把握，分析，メカニズム
検討／データアーカイブ

⑦復旧、復興の手順・計画・フレーム

調査研究の展開における類型変転の代表的パターン

・津波襲来状況の把握
・海岸堤防の被災状況把握

・被災度合いを支配する要因の分析
・津波防災地域づくりの津波外力設定等の検討
・被災しにくい構造上の工夫の検討
・粘り強い海岸堤防の構造の検討
・下水津施設の緊急措置、応急、本復旧のあり方
・海洋レーダによるリアルタイム面的津波検知技術
・低頻度激甚災害に対する危機管理方策検討手法
・被災地の防災拠点の機能発揮・喪失実態分析

⑤構造物の設計基準

－27－
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〇チリ政府の要請を受け、土研・産学と協力し2010年チリ地震による被害を踏まえた橋梁の新しい耐震基準の策定
を技術的に支援

〇新しい耐震基準は平成29年６月に策定
〇新しい耐震基準には、日本で開発された液状化に対する設計法や落橋防止システムの設計法など、橋梁の耐震
性向上に重要な技術が導入

〇チリ政府公共事業省より支援を実施した職員に対し感謝状が贈呈

②－４－２ 日本の高度な災害研究成果の海外基準への反映

新しい橋梁耐震基準と感謝状贈呈式の様子と感謝状
（写真左より チリ公共事業省Ocón 次官、JICA越川副理事長、

国総研 片岡道路地震防災研究室長）

チリの新しい橋梁の耐震基準

感謝状

原文

和訳

さらに本基準は、JICAを通じて
協力を要請した国土交通省、
国総研、土研の専門家の貴重な
知識と助言により改善された。

〇平成 年 月 日～ 月 日にかけてスリランカ南西部（カルタラ、ラトナプ

ラ）で記録的大雨が観測され、洪水や土砂崩れが発生
〇先方政府の要請を受け、国際緊急援助隊（専門家チーム） として、豪雨災
害等への対応に関する助言を行うための専門家を派遣

＜支援内容＞
○日程：平成29年6月2日～6月11日（10日間）
○派遣者：桜井亘 （土砂災害研究部砂防研究室長）

※JICA、国土交通本省、土研などからも専門家が参加

○主な支援内容：

 被災状況調査
 短期・中長期の対策等の助言・指導を実施

②－４－１ 海外における災害への派遣

〇平成 年４月２５日にネパール連邦民主共和国政
府で発生した大地震により、震源に近いカトマンズ
周辺地域を中心として、建物の倒壊・全半壊、橋梁
等の道路構造物や、ダム等のインフラ施設への被
害、地すべり被害等が発生

〇先方政府の要請を受け、ネパール復興支援調査団
のメンバーとして専門家を派遣

＜支援内容＞
○期間：平成27年5月20日～7月15日（57日間）

○派遣者：金子 弘（都市研究部長）
新階寛恭（都市研究部都市施設研究室長）
※JICA、土研、建研等からも専門家が参加

○主な支援内容：
 被災状況調査
 地震復興計画策定等に対する助言・指導の実施

支援国会合における
強靭化マスタープラン素案の提言

（平成 年度）ネパール連邦民主共和国

ネパール地震への支援

カトマンズ市内の道路の
沈下被害現場の調査の様子

（平成 年度）スリランカ民主社会主義共和国

スリランカ豪雨への支援

〇被災国からの要請を受け、被災状況の現地調査、復興計画等に対して助言・指導
〇 さらに、個別の支援を契機として災害対策の高度化に向けた覚書を二国間で締結

年間に実施した主な支援

大統領府での打合せ
（政府幹部に技術的な助言を実施）

現地調査の様子

25

平成 年 月

スリランカ国家建築研究所
（ ）と

共同研究覚書を締結

国際緊急援助隊への職員の派遣
や、 プロジェクト等による既往
の技術支援に加えて、両国の土砂
災害対策技術の進展を目指し、共
同研究の覚書を締結
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○住宅・社会資本の特徴は、地方整備局・地方公共団体・民間建築等の現場が存在すること

○このため、良好な住宅・社会資本の提供に当たり、現場にも以下に示す技術力、いわば、「技術基準の実践力」が必要

①技術基準等を正確に理解し、適切・柔軟に運用できること

②現場で発生する技術的課題に際して、一定程度自立して対処できること

③現場での課題を抽出し、技術基準等の改善に向けた提案ができること

○このため個別の技術相談・指導だけでなく、技術基準の根拠や考え方の普及・浸透、研修による人材育成等を実施

③－１ 現場技術力向上に向けた基本的な考え方

技術基準の実践力向上に向けた取組技術基準の理解に向けた取組

現場技術指導

技術相談

研修

人材受け入れ

日頃から、地方公共団
体等に対し、高度な政
策実施・事業施行に関
する技術相談を受付。

地方整備局等の職員
の現場技術力向上を
目的に、一定期間在
籍する取組を実施。こ
れにより、行政と研究
の両者を理解した技
術者を養成。

技術基準を理解する
とともに、技術政策の
普及・定着、社会全体
の技術水準向上のた
め、研修会の開催や
講師派遣を実施。

図面やデータ等のみで
判断することが困難な
場合や現場で技術指導
を行うことがより効果的
な場合、直接現場にて、
技術指導を実施。

主な相談内容
• 技術基準、マニュアルの運用

• 計画、設計、施工、維持管理
方法

• 被害想定、被災調査、防災対
策

• 環境アセス

• 公開ツールの使い方 等

（現場技術指導の様子）

（研修の様子）

（研究発表会の様子）

28

総合的な現場技術力の養成

27

③地方整備局等の現場技術力の向上を支援

③－１ 現場技術力向上に向けた基本的な考え方

③－２ 取り組み事例

③－２－１ 研修による技術基準の理解

③－２－２ 現場からの技術相談への対応

③－２－３ 現場での課題の共有化、技術基準の改善

③－２－４ 人材受け入れによる現場技術力の総合的な養成
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○各研究室では、地方整備局・地方公共団体等からの質問・相談に随時対応

○あわせて、研究所全体としてワンストップで対応する技術相談窓口を平成２６年に設置

③－２－２ 現場からの技術相談への対応

30

地方公共
団体

地方整備局

＜技術相談の流れ＞
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技術指導件数の推移

技術相談

国総研

（各分野の相談をワン
ストップで受け付け）

（直接研究室
へ相談）

国総研
技術相談窓口

研究室

③－２－１ 研修による技術基準の理解

○改正された港湾技術基準を正しく理解する「港湾施設設計実務コース」、実務の基礎知識を習得する「防災・危
機管理コース」等の研修を実施

○主な受講者は地方整備局職員を対象としているものの、一部、地方公共団体等も参加
○平成 年度は 研修を実施、 人が受講

29港湾施設維持管理コース(現地実習)

○研修の特徴
・港湾空港分野のハード施策・ソフト施策の推進に密接に関連した専門
的知識・スキルの習得が可能。
＜港湾・専門分野別の例＞
防災・危機管理コース ： 港湾保安対に関する実務の基礎知識の習得
港湾建設生産システムコース ： 入札契約制度・施工管理等の知識の習得
＜空港・専門分野別の例＞
空港積算・施設 コース ： 空港土木施設に関する情報管理・積算の基礎

知識の習得
空港土木施設管理コース ： 維持管理のための実務的事項の習得

・一部の研修については、職員のみならず地方公共団体職員・民間企
業社員も参加が可能 「港湾計画・物流コース」等
・海外からの研修生受け入れにも対応

による「港湾開発・計画コース」等

◎研修の特色
・港湾技術基準の担当研究者等が中心となり、改正のポイント等につ
いて詳細に説明。 港湾施設設計実務コース

・その他の研修についても、第一線の研究者等が中心となり、先端の
研究成果を研修にフィードバック。
・研究所に併設されていることにより、実験施設等を活用することで、
効果的な研修実施が可能。
・久里浜港等、横須賀周辺のインフラなどを活用した実践的な体験型
研修を実施。 「港湾施設維持管理コース」など

研修数と受講者数の推移
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○道路構造物の維持管理及び土砂災害対策の分野において、地方整備局職員を受け入れ

○研究活動を通じて、技術基準の根底となる考え方、高度な知見を習得

○終了後、それぞれ地域の現場中核技術者として活躍

32

• 各地方整備局から計６名の職員を道路構造物研究部に
概ね２年間受入れ（平成２７～２９年度合計：１２名）

• 研究・現地調査・技術相談対応・技術基準の策定に従
事して高度な技術力を習得し、地方整備局に戻った際
には各地域の中核技術者として整備局を牽引

直轄診断*
直轄診断の一員として参加

技術基準類の策定

・技術基準類の策定過程を通じ技術力を向上

実体験によるスキルアップ

・研究室の専門家の技術指導に同行し、様々な種類
の損傷や不具合事例に対する対応力を養成

・現地調査や実験等の実体験を通じ技術的センスを
養成

• 地整職員（毎年度 名程度）を国総研に併任し、座学・
実習を組み合わせた育成支援プログラムを実施（平
成２５～２９年度合計：３８名）

• 土砂災害発生時は、即座に国総研職員とともに現地
調査を実施し、警戒避難、応急対策等の所見をまと
め首長等へ説明するとともに記者会見に同席。

道路構造物の維持管理 土砂災害対策

基礎技術の習得

・土砂災害緊急調査の流れ

・天然ダム形成時の初動時の計測・監視技術

応用技術の習得

・衛星画像等を用いた天然ダム等の早期把握

・災害事例を用いた監視観測計画の策定

・シミュレーションによる土砂洪水氾濫の予測

③－２－４ 人材受け入れによる現場技術力の総合的な養成

猿飼橋の診断状況（H27.11）

台風 号紀伊半島災害
の現地調査
・習得技術等の現地検証
・被災した市町村との意見
交換

実際の河道閉塞箇所におけるヘリコプターから
のレーザー距離計測訓練 （ 紀伊山地）

*地方公共団体が管理する橋梁の内、
緊急かつ高度な技術力を要する可能
性が高いものを対象に、国総研、地方
整備局等からなる「道路メンテナンス
技術集団」が技術的助言を行うもの 32

○ひび割れが発生した 橋に対し、発生原因や措置について技術的に助言するとともに、設計上の留意事項を橋梁
担当者会議で紹介し、共有

○他の橋でも類似事象が生じていることから、共同研究により対処法を研究し、その成果を技術基準に反映

ひび割れが発生したPC橋の技術相談

31

現地調査等により、発生原因や措置について技術的に助言

橋梁担当者会議＊で留意事項を紹介

＊各地方整備局の橋梁担当者の会議。年、２，３回開催。
地方整備局内の関係者の他、必要に応じて地方自治体へも情報提供される。

プレストレストコンクリート橋における初期変状の影響評
価と対策に関する共同研究（ 、国総研・土研・ 建協）

成果公表：国総研資料第910号（上記共同研究報告書のその１。その２についても作成中）

技術基準へ反映：道路橋示方書（平成２９年改正）

道路橋示方書・同解説
Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編

Ⅲ コンクリート橋・コンクリート部材編
３章 設計の基本
3.7 構造解析
(1) 橋の主方向及び断面方向を構成する各
部材等の断面力、応力及び変位の算出
にあたっては、荷重状態に応じた部材の
材料特性、破壊過程、構造形式に応じた
幾何学的特性、応力状態の複雑さ、支持
条件等を適切に評価できる解析理論及
び解析モデルを用いなければならない。

(2) 橋の主方向及び断面方向を構成する部
材の断面力の算出にあたっては、鉛直又
は水平方向の腹圧力、ねじりモーメントに
よる付加応力、及び部材相互の作用等
の影響を適切に考慮しなければならな
い。

（以下、略）

事象・対応 教訓・
留意事項

参考資料

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

橋
梁
数
の
合
計

ひびわれパターン（新分類）

プレテンT桁 プレテン中実床版 プレテン中空床版 ポステンT桁
ポステン箱桁 ポステン中空床版 PC桁橋（その他） 未分類

• ひび割れパターンの分析 • 現地計測や解析による要因分析、対策の検討

解析での検証

現地計測

ひび割れパターン

発
生
頻
度

③－２－３ 現場での課題の共有化、技術基準の改善（ひびわれが発生した 橋）
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○国総研が所有するデータは、住宅・社会資本の基本データ、イベント・現象、環境、業務執行、ノウハウ等に大別
○その多くは、行政目的で収集されたデータや外部機関のデータを、研究で利用するために再整理したもの
○収集されたデータを選別、照査し、必要な信頼性を確保。さらに、データ分析により新たな知見や技術手法を提示
○近年は、いわばデータ駆動型の新たな政策展開として、新技術開発のための要求性能設定等にも着手

④－１ 国総研が所有するデータとその特徴

①住宅・社会資本に関する基本データ

④業務執行に伴うデータ ⑤現場事例やノウハウに関するデータ

分野別データベース数

分類別データベース数

施設諸元や点検結果等の住宅・社会資本に関する基本データを、地整や自治体
から収集

（代表例）
• 堤防
• 河道基盤情報化システム
• ダム維持管理

• 下水管渠劣化
• 道路管理
• 全国道路橋

②イベント・現象に関するデータ

災害発生等のイベントや交通状況等の
現象データを地整や外部機関から収集

（代表例）
• 土砂災害DB
• 山地河川における流砂水文観測データ
• 下水道管路地震被害DB
• ETC2.0データ
• 携帯基地局データ

③環境に関するデータ

現場事例を施設管理者等から収集し、
ノウハウにまとめて整理

（代表例）
• 交通事故対策DB
• 建物事故予防ナレッジDB

業務執行において作成した資料や
工事の電子成果品等を地整から収集

（代表例）
• 事業評価カルテ
• 電子納品保管管理システム

（CADデータ、積算データ）

• 砂防設備等
• 港湾施設維持管理
• 空港施設維持管理

環境や気象等の外的要因のデータを
地整や外部機関から収集

（代表例）
• 河川環境DB（河川水辺の国勢調査）
• 河川水質DB
• 防災関係気象情報データ

河川, 11

下水道, 5
道路, 5

土砂災害, 
4

社会資本, 
2

住宅, 2
その他, 4

①住宅・社会

資本に関する

基本データ, 
14

②イベント・現

象に関する

データ, 7

③環境に関す

るデータ, 6

④業務執行に

伴うデータ, 2

⑤現場事例や

ノウハウに関

するデータ, 4

34

33

④政策形成の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元

④－１ 国総研が所有するデータとその特徴

④－２ データの例

④－２－１ 住宅・社会資本に関する基本データ

④－２－２ イベント・現象に関するデータ

④－２－３ 現場事例やノウハウに関するデータ
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④－２－２ イベント・現象に関するデータ（ データ）

○ データは、リアルタイムな車両の走行・挙動の履歴

○国総研では、データ仕様を作成するとともに、全国のデータを効率的に収集するシステムを開発

○さらに、交通渋滞の状況や交通事故危険箇所の分析手法を開発

○ データを活用した渋滞対策や生活道路の交通安全対策は、平成２８年、生産性革命プロジェクトに選定

36

渋滞の分析

ETC2.0データを活用した渋滞や交通事故危険
箇所の

渋滞対策

ETC2.0路側器の整備

交通事故危険箇所の
分析

交通安全対策

国
総
研

各
道
路
管
理
者

ピンポイント渋滞対策

生産性革命プロジェクト

ビッグデータを活用した交通安全対策

路側機
プローブ
データ

(走行・挙動
履歴)

ETC2.0データの収集

GPS

ETC2.0によるプローブデータの収集

ETC2.0
車載器

○当初は管渠の劣化傾向の分析のためにデータを収集
データの異常値を除去し、精度を確保したデータベースを構築

○収集したデータは、当初目的だけでなく、将来の改築量・調査量の推定など、様々な利用可能性があることが判明
○了解の得られた自治体については、データベースを で公開

経過年数

管 種 健全度
（管内の劣化状況）

下水道管内調査データ

管 径

排除方式

自前のＴＶ調査データが少ない、古いデータが不足している等
の場合に、当データベースのデータで不足分を補完

･･･

土被り

管路の健全率曲線（各都市独自版）

将来必要となる改築事業費や管内調査費を精度よく推定し、
下水道経営の健全化に活用

各都市の将来改築量・調査量の推定

管路の健全率曲線（全国版）
定期的に
更新

定期的に
更新

（全国の地方公共団体が調査・提供）

ダウンロード

件

TVカメラ調査結果
の判定基準を同
一基準で見直し等

信頼性・
客観性を確保

④－２－１ 住宅・社会資本に関する基本データ（下水道管渠劣化データベース）

35

＜新たな活用の可能性＞

＜国総研の研究成果＞

ホームページで公開

＜管渠劣化データベースの構築＞
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Ⅱ機関運営面

④－２－３ 現場事例やノウハウに関するデータ
（インフラ維持管理ロボット技術の要求性能の設定）

○インフラ維持管理、災害対応へのロボット導入を目指し、国土交通省と経済産業省が検討会を設置
○災害対応、維持管理の専門家として、国総研の研究者が検討会に参画、現場検証、技術評価を担当
○ 年 月には、蓄積された知見を、ロボット技術の要求性能としてとりまとめたところ

ロボットの
開発導入を
推進する
重点分野

（１）維持管理
○橋梁
○トンネル
○水中 （ダム、河川）

記者発表：要求性能の公表・意見募集（H30.3）

○要求性能の記載例 ： 橋梁 （区分）コンクリート部材 （種類）⑥ひび割れ
Ａ－１ 損傷写真の撮影

当該技術により取得した写真等に基づき、点検員が「橋梁定期点検要領」附録における「損
傷程度の評価」の評価区分を適切に判別できる精度を有しているか
Ａ－２ 損傷写真の整理

損傷状態が判読できる写真が、写真番号、径間番号、柱間番号、部材名、要素番号、損傷の
種類を自動で記録し、整理できる
Ａ－３ 損傷図の作成
最大ＲＣ：0.2mm以上、ＰＣ：0.1mm以上のひび割れについて、方向と本数、長さがわかるよう
に、損傷の発生している位置と範囲、寸法を径間別の損傷図に記録できる
Ａ－４ 損傷程度の評価区分の自動判別

当該技術により「橋梁定期点検要領」附録における「損傷程度の評価」の評価区分を自動で
判別することができるか

・検討会の設置
・ニーズ・シーズ
の調査
・重点分野の策定

・ロボットの公募
・現場検証
・評価

試行的
導入

試行的導入
に向けた
課題確認・

検証方法検討

（２）災害対応
○災害状況調査
○災害応急復旧

・ロボットの公募
・現場検証
・評価

現場での活用促進
災害分野

維持管理分野

Ｈ２５ Ｈ２８～
Ｈ２７Ｈ２６

37
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○研究の質を上げるためには、研究者のスキル向上及び自らによるレビューが基本

国総研自らのレビューを行う場として、入札契約委員会・研究計画検討会議等で研究の計画・進捗を議論

○加えて、第三者や外部機関からの異なる視点での助言・議論いただくため、外部評価委員会等を実施

⑤－１ 研究マネジメントの考え方

「研究計画検討会議」の実施

評価を受けるだけではなく、異なる研究部と積極的に意見交換を行い、次年度の各研究部・センターの
方針及び個々の研究を真に良くするために有益な場となるよう改善する。

• 次年度の研究方針及び全研究課題の進捗状況確認の
場に位置づけ

• 評価のポイント、資料に盛り込むべき内容を明確化し、
課題等の適切な指摘と修正内容の把握が出来るように
工夫。

• 全研究課題について、当該年度の研究成果、次年度の
研究方針・計画を会議資料として簡潔に整理

年度末所内評価における議論の視点の明確化等

• 重要な研究の芽だしは、研究部から
の提案に加え、所内評価をもとに検
討。

• 新規予算ヒアリング、外部評価に向け
た所内チェックも研究を良くする議論と
して引き続き実施。

年度末所内評価を引き継いだ研究の
芽だし・ブラッシュアップ

より良い研究とするために、研究の中間段階で助言を得たり、良い研究を紹介できるように運営を工夫する。

外部評価委員会の運営の工夫

• 本省調査費で実施する研究について研究評価
委員会において意見をいただくことで、研究成
果を向上させる。

• 事前評価と事後評価だけではなく、中間段階
で研究の方向性の修正や取りまとめに向けた
ご意見をいただき、研究成果を向上させる。

評価対象外であるが、助言を頂きたい研究に
ついて、助言を頂く（評価対象外）

評価対象の研究に対し中間段階で進捗状況
を報告し、助言を頂く（中間報告）

40

39

⑤質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

⑤－１ 研究マネジメントの考え方

⑤－２ 外部との連携体系

⑤－３ 近年の外部との新たな連携事例
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⑤－３ 近年の外部との新たな連携事例

委託研究（B-DASH）

・国総研からの委託研究として、下水道事業における革新的なエ
ネルギー利用技術等について、実規模レベルにて実証

技術公募（車両搭載センシング技術）

・道路管理用車両に搭載して効率的に道路基盤地図データを収
集するためのセンシング技術ニーズを指定、要素技術を公募

・行政ニーズ及び現場ニーズを明確化、技術シーズとマッチング

PRISM（i-Constructionの推進）i-Construction推進コンソーシアム

・国交省が任命するPDに従い、研究全体をマネジメント

脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、
燃料化技術実証研究プラント（H28-H29）

B-DASHのスキーム

42

⑤－２ 外部との連携体系

○国総研の一般的な研究では行政のニーズを踏まえ、自ら、研究課題の設定、実装までを実施
○近年加速する、社会情勢の変化、技術の進展を踏まえ、より迅速、柔軟に様々な分野の技術、知見を取り込み、さら
にスパイラルアップにつながる取組を強化する外部との連携の取組を強化

研究の
役割分担

技術の
融合

ｵｰﾌﾟﾝ
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

外
部
と
の
連
携

研究の実施 研究成果の実装研究課題の設定

共同研究

委託研究
（研究所公募型、審議会型・課題特定有り）

委託研究（審議会型・課題特定なし）

社会実験（実装実験）

社会実験（フィールド提供）

技術公募（試行）

i-Construction推進コンソーシアム
（シーズとニーズのマッチング）

ロボット要求性能の公表

PRISM・PD

スパイラルアップ

国総研の一般的な
研究プロセス

<

連
携
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル>

本質的な技術的課題
を明確化

課題を突破する
仮設と検証

実装結果のフォローアップ
次なる研究に反映

社会実装に向けた
道筋を構築

41
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⑥－１ 目標とする人材像

○国総研の活動に必要と考えられる能力は、
・研究者としての能力・・・技術政策の方向性や技術基準等の工学的妥当性を検証・提示する能力
・行政・現場感覚・・・行政や現場の仕組みを理解し、政策や事業段階で起きうる現象をリアルに想像するスキル
・研究マネジメント能力・・・政策ニーズから実装の流れ、技術や研究の全体像を俯瞰し、管理・調整する能力

44

任期付
研究官

地整等からの
出向研究者

国総研
研究者

学

産

政策部局
（本省）

管理者
（地整等）
（自治体）

技術的ニーズ・
リクワイアメントの提示

要素技術・シーズの理解

技術基準の正しい普及・浸透

現場の課題の正しい理解と
的確な指導

技術的課題の根拠等の提示

政策ニーズの真の理解 政策ニーズの翻訳

高度な学術的知見の取り入れ
学術的な議論

政策を支える研究全体をマネジメントする能力

一層の改善
（スパイラルアップ）

43

⑥技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成

⑥－１ 目標とする人材像

⑥－２ 国総研人材の育成方針

⑥－３ 人材育成（OFF-JT）の取組事例
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⑥－３ 人材育成（OFF-JT）の取組事例

目 的

 分野・世代を超えて、

多様な経験・教訓を共有

 効率的・効果的に悩み、

スキルアップにつなげる

対 象

 全職員

【経験・ﾉｳﾊｳ伝承の講演会】

目 的

 異分野の技術の知見の習得

 住宅・社会資本分野への活用

可能性と課題の自律的検討

対 象

 研究部・センターの長

＋中堅・若手職員

主な内容
・AIの技術動向の共有
・活用可能性と導入にあ
たっての課題
・AI導入に関する留意点

【国総研研究発表会】 【AIについての勉強会】

目 的

 発表スキルの向上

 発表にともなう

研究能力の向上

対 象

 若手職員

【現場技術懇談会】
目 的

 複数の地方整備局に共通する主要な課題につい

て、現場と分担して取り組み

訓令により

特定建設技術

開発推進室を設置

国総研

現場技術
懇談会

国総研研究発表会（H30.6開催）

46

⑥－２ 国総研人材の育成方針

【研究者としての能力の涵養】

○ と を組合せ、研究者としての能力と行政・現場感覚の両方を養成
○ は、各々の研究室の実務を通じ、研究者としての能力と行政・現場感覚の両方を涵養
○ は、養成・習得させたい能力に対応した仕組みを、所として構築

【行政・現場感覚の涵養】

OFF-JT
 他分野の技術（AI）の勉強会
 発表スキルの向上（国総研研究発表会等）

 研究者としての基礎知識の習得

（計画的な若手人材の育成）

など

OFF-JT
 分野・世代を超えた多様な経験・教訓の共有

の場（経験・ノウハウ伝承の講演会等）

 人材交流による行政・現場を経験する機会

など

技術政策の方向性や技術基準等の工学的妥当性の構築・提示
（技術基準等の原案作成）

OJT

学術的な議論
（学会発表等）

知見を体系的にとりまとめ
（国総研資料等の作成）

他者の意見を取り入れ、計画的に研究を進めていくこと
（研究計画検討会議・外部評価委員会での議論）

現場の見方、接し方
（災害調査等への同行）

行政ニーズの真の理解
（社整審や本省・現場の各種委員会等への参画）

現場と連携・分担した研究の先導

（全国の技術事務所との現場技術懇談会）

45
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０m ５０m １００
m試験走路

高落差実験水路

海洋沿岸実験施設

衝突実験施設

○国土交通省が所管する構造物は、施設規模が大きく、自然・社会条件が複雑に作用
○その挙動の解明にあたっては、室内試験やシミュレーションと併せて実スケールでの検証も必要
○このため、他の機関にはない大型な実験施設も保有
○社会的要請の変化やシミュレーション技術の進展等にともない、大型実験施設に求められる役割も変化

●総延長６．２ｋｍ
●実際の道路を利用

した社会実験前
に、技術の安全
性、実務適用性を
検証

●水槽面積
約3,000ｍ２

●スケールの大きな実験施設

を利用し、要因が複雑に作
用する実現象を再現

⑦－１ 国総研が保有する実験施設の特徴

●大型車両等を衝突させ

て防護柵の変位、車両の
挙動等を計測
●実験結果は防護柵の設
置基準などに反映

●実スケールにちかい堤防を構築
●越水による決壊までの時間を少

しでも引き延ばす河川堤防の構造
上の工夫の検討等に活用

●実物の航空機（B747-
400）と同じ荷重を走行さ
せる装置を使用
●滑走路、誘導路やエプロ

ン等の空港舗装に関する
様々な実験を実施

航空機荷重載荷装置

48

47

⑦住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

⑦－１ 国総研が保有する実験施設の特徴

⑦－２ 実験施設の利用状況

⑦－３ 実験施設の更新、貸出状況

⑦－４ 実験施設の管理状況
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○九州北部豪雨等を踏まえ、中小河川における土砂や流木が発生した災害・対策の再現検証が必要

50

⑦－３ 実験施設の更新、貸出状況

約

流量制御
装置

約

流木投入装置

土砂供給装置

土砂・流木対策の
効果確認

遊水池による洪水
調節機能の確認

整
流
槽

沈
砂
池

土砂堆積への
影響確認

流木捕捉工の
効果確認

越流堤

遊水池

橋梁による流木の捕捉
（小本川、 台風 号）

土砂堆積による被害
（赤谷川、 九州北部豪雨）

既存の水路を統廃合
し、長大水路を製作

人力による流量制御から、
コンピュータ制御による
実態に近い洪水の再現

地形計測システム：人力での測量から
レーザ計測による効率的な作業の実現

※実線１つ１つが水路

現在の施設

改修後の施設

約30ｍ

■実験施設の改修例（H29河川水理実験施設）

○国総研の実験施設は、外部機関へも貸出し、企業等の技術研究開発にも一役

・大量の土砂による河道埋塞や橋梁への流木

の集積による河道閉塞、更にこれらに伴う氾濫
の機構解明と対策を検証する実験施設に更新

国総研実験施設貸し出し件数
施設名

機関数

国 民間

河川模型実験施設（屋外） 5 0

水理共同実験棟 1 0

試験走路 0 13

二次元造波設備（海洋沿岸実験設備） 1 0

実大トンネル実験施設 0 3

TVカメラ性能評価試験用管路 0 1

合計 7 17

H29年度施設毎の貸出状況

12
18

11 8
17

4

5

6
6

7

0

5

10

15

20

25

H25 H26 H27 H28 H29

国総研実験施設貸し出し件数

民間・大学 地整

50

⑦－２ 実験施設の利用状況（車両衝突実験施設）

●衝突速度を調整することなく、
基準と同じ条件で衝突実験を
実施するため、牽引能力を国
内最大級の２５トンまで向上

実車による防護柵衝突実験

施設の変遷と主な成果

49

○車両用防護柵は車両の路外逸脱の防止や車両乗員への衝撃を最小限にとどめる等の役割
○シミュレーション等に加え、実車による衝突実験で検証し、「防護柵の設置基準」原案等を策定

○車両の大型化、高速化にあわせて施設の機能をアップ、順次更新

今回の更新
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52

⑧研究成果・研究活動の効果的な発信

⑧－１ 広報活動の基本的考え方

⑧－２ 広報手段

⑧－３ 広報計画に基づく広報ツールの充実

⑧－４ 詳細な研究成果の知的基盤化

⑧－５ 海外への情報発信強化

⑧－６ 広報活動の成果
⑧－６－１ 報道件数等
⑧－６－２ 道路橋の直轄診断

○大型の全３３実験施設のうち２５施設で、設置後３０年以上が経過、施設の維持管理・更新が課題
○個別の施設についての状態を把握するとともに、老朽化度、研究必要性等を踏まえて、優先順位付け

実験施設等の管理状況（一部抜粋）

⑦－４ 実験施設の管理状況

施 設 名 完成年月 老朽化度 必要度 優先度

水理共同実験棟 S51 A Ⅱ-2 C

海洋水理実験施設
（波浪実験水路）

S53 A Ⅱ-1 B

試験走路 S53 A Ⅱ-1 A

水質実験施設、環流水路 S53 A Ⅱ-1 B

緑化温室､緑化実験場 S56 A Ⅱ-2 C

強震観測施設 S54 Ａ Ⅱ-2 C

○老朽化度
：更新や大規模改修が必要
：小規模な修繕や部品交換が必要
：通常の点検整備で対応
○必要度
Ⅰ：国総研として必要
例：研究本館などの共有施設等

Ⅱ：研究継続に必要
Ⅱ ：機能強化する施設
Ⅱ ：現状維持する施設

Ⅲ：当面は研究計画なし
○優先度
：早期改修を要求する施設
：修繕を最小限に実施しながらも、
改修要求をする施設
：当面は小規模修繕で対応する施設
：建物点検で維持する施設
Ｅ：安全管理のみで維持する施設

凡例 個別施設の管理記録状況

0.5 0.6 0.6 0.6 0.7

6.0

1.9

4.9 4.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

補正予算

当初予算 補正予算を活用して現場ニーズ
に即して実験施設を改修

施設整備費

更新事例

年度 更新事例 更新概要

H25 実験排水処理施設改修
近年の処理水量減に対応して、維持管理
費のコスト縮減のため処理系統を集約

H26 海洋沿岸実験施設改修
巨大津波や巨大台風襲来時の海岸堤防の
性能や安定性を研究するため、多様な海
面状況を再現できるよう改修

H28 防護柵衝突実験施設改修

道路構造令の設計自動車荷重に基づき防
護柵の性能を評価できるよう、大型車25
トン（更新前20トン）に対応できるよう
改修

H29 河川水理実験施設改修
中小河川において土砂や流木を伴う流れ
が発生した際の被害を軽減する対策工を
研究できるよう改修

（億円）
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国民 研究者・技術者 自治体・地整 海外

記者発表

ホームページ
メールサービス

刊行物

シンポジウム・
講演会

アウトリーチ活動

○広報の対象としては、国民、大学・研究機関の研究者や民間の技術者、地方公共団体・地方整備局、

海外研究者等を想定

○これらの対象を踏まえ、様々な広報手段を活用

成果物の刊行、行事等のお知らせ

ホームページ

国総研メールサービス

パンフレット

国総研レポート

国総研ニューズレター

研究報告等

一般社会への公開

学校等への出前講座

駅等でのポスター展示

シンポジウム・講演会

学会等への発表 国際会議

庁舎１階フロアの活用

54

⑧－２ 広報手段

「つくばちびっ子博士」（平成２９年７月２８日開催）

53

⑧－１ 広報活動の基本的考え方

○国総研の広報の目的は、
①技術基準等の普及と正しい理解の促進
②広報を意識することによる、研究活動の向上と研究成果の知的基盤化・公開
③住宅・社会資本分野への国民の理解の増進

技術基準等の普及と正しい理解 成果の知的基盤化と公開

• 研究成果は国総研資料等としてアーカイブ
化するとともに、ホームページで公開。

• 次なる研究内容及び研究活動にフィード
バックを図る。

住宅・社会資本分野への国民の理解

• 一般公開を実施し、積極的に情報発信、
交流。

• 見学者の興味がより高まるように、公開内
容を充実。

生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト

国総研資料 第 号
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に
関する技術基準」に関する技術資料

国土交通省ＨＰ

• 「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」
（平成28 年3 月31 日都市局長・道路局長通達）に関す

る技術資料を国総研資料としてとりまとめ、国土交通省
ＨＰにも掲載。
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国総研資料

研究報告

プロジェクト研究報告

○詳細な研究成果である「国総研資料」、「研究報告」、「プロジェクト研究報告」等については、アーカイブ化し、

ホームページで全文を公開。利便性の向上を目的に、刊行物検索システムを整備

○学会等で発表した論文についても、データベース化して検索システムを整備する予定

56

⑧－４ 詳細な研究成果の知的基盤化

刊行物の出版数の推移

国総研資料 第 号
道路橋の定期点検に関する参考資料
（ 年版）
―橋梁損傷事例写真集―

損傷程度の評価を行う点検者に対して，評価の客観性
を高めるために，損傷程度の評価基準に応じた損傷事
例写真を提供。

［年度］

「長野県 道路橋定期点検要領」（平成 年
月）、「岩手県 橋梁長寿命化修繕計画」（平成
年 月）に、国総研資料第 号の成果が活用。

国総研資料のホームページからの閲覧 56

主に研究者・技術者等を対象に、国総研レポー
トを年１回、国総研ニューズレターを年４回発
行。

○広報の目的を明確にし、多様で効果的な広報手段により情報を積極的に発信するため、

毎年度、広報の基本方針・手段・体制等を定めた「広報計画」及び具体的な「アクションプラン」を策定

国民や研究者・技術者等に対し、研究・
活動内容等をより分かりやすく発信する
ため、ホームページ（日本語版）を改訂。

⑧－３ 広報計画に基づく広報ツールの充実

ホームページ刊行物

国総研に来訪した研究者・技術者、自治体関係者等に対して、庁舎１階フロアにおいて
ポスターやタッチパネル等により、最新の研究成果や災害支援活動等を情報発信。

庁舎１階フロアの活用

55

広報計画 目次

１．はじめに
２．基本方針
３．広報の目的と活動方針
４．アクションプラン
５．主な広報手段と広報対象
６．広報活動（国内）
（１） マスコミ
（２） インターネット
（３） 刊行物
（４） イベント等
（５） 講演会等
（６）意見交換・技術相談
（７） その他
７．海外への広報
８．広報に関する意識・スキルの向上
（１）広報講演会
（２）情報の共有
９．広報効果の把握・評価
10. 広報活動体制
（１）広報班
（２） つくば地区広報戦略室会議
（３）横須賀地区広報推進会議
（４）記者発表資料作成支援室
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○年度当初に研究成果等の記者発表について年間の計画を策定
○記者発表のスキル向上を目的として、
①所内に記者発表資料作成支援室を設置
・発表にあたっては、支援室が研究室の資料作成を支援
・広報の結果を分析・評価し、ノウハウを所内で共有

②報道関係者等の外部講師を招いて、所内講演会を実施
○報道があった記者発表件数が増加傾向となり、独自の取材による報道にも寄与
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報道件数

［年度］ 58

⑧－６－１ 広報活動の成果（報道件数等）

• ＴＶ１件、一般紙３件、専門紙５件に、大きく報道。特にＮＨ
Ｋでは、都市防災研究室長が取材を受けコメントしている
映像が報道。

• 国総研の研究成果が、今後の防災まちづくりに活かされる
ことが期待。

• 実験映像の提供依頼があることが想定されたた
め、事前に火災実験や市街地火災シミュレーショ
ンの動画を準備。

（報道結果）

＜平成２９年７月１８日記者発表＞

糸魚川市大規模火災に関する調査結果を公表しま
した～強風下における飛び火による火災の拡大過
程を分析～
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記者発表件数、うち報道があった件数

記者発表件数 うち報道があった件数
［年度］

［件］

［件］

※放映画面を添付
（著作権等の都合上、非掲載）

⑧－５ 海外への情報発信強化

57

○英語 を改訂
○パンフレット、１年間の研究活動を収録した レポート、トピックを掲載したニューズレター及び海外向けに作
成した説明資料を に掲載

“ ”
スライドショーによる
国総研の活動の紹介

“ ”
各出版物を一覧化

“ ”の明示

“ ”
国総研資料を
一覧で紹介

資料名 研究部・センター

下水道研究部

下水道研究部

土砂災害研究部

土砂災害研究部

土砂災害研究部

道路交通研究部

道路交通研究部

道路交通研究部

社会資本マネジメント
研究センター

建築研究部

住宅研究部

道路交通研究部

都市研究部

（H30.5末時点）

英語 の改訂英語技術資料の公開
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○地方公共団体が管理する橋梁の内、緊急かつ高度な技術力を要するものについて、国が直轄診断を実施
○直轄診断を行う「道路メンテナンス技術集団」の構成員として、国総研から専門家を派遣
○老朽化対策についての社会の理解を深めていただくため、診断の実施状況、首長への報告について幅広く公開

59

⑧－６ー２ 広報活動の成果（道路橋の直轄診断）

• 一般紙やＴＶを含めて、合計１４件の報道を確認。そのほ
とんどで具体的な点検の様子が写真入りで報道。

• 記者発表は、国総研と地整が同日に実施。
• 現地での調査・診断の実施状況をマスコミに公開。

（報道結果）

＜平成２９年１１月１４日記者発表＞

「道路メンテナンス技術集団」の一員として国総研の
専門家が直轄診断を実施します～現地で高度な診
断と技術的な助言を行います～

平成３０年３月１４日に、岐阜県中津川市管理の
乙姫大橋において実施していた直轄診断の結果
報告を実施。（中部地方整備局記者発表）

※放映画面を添付
（著作権等の都合上、非掲載）

※報道事例を掲載
（著作権等の都合上、非掲載）
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